
法令改正に伴う危険物受講期限の変更について

●危険物取扱作業に従事している場合

「危険物の規制に関する規則」の一部が改正されたことにより，危険物取扱者保安
講習の受講期限が下記のように改正されました．（平成 24 年 4月 1 日施行）

保安講習受講以後における最初の 4月 1日から 3年以内ごとに受講しなければ
ならない．

保安講習
受講日

最初の 4月 1日

保安講習の
受講期限

3年以内

●危険物取扱作業に新たに従事する場合
⑴　危険物取扱作業に従事することとなった日から 2 年以上前に危険物取扱
者免状の交付を受けた又は講習を受けている場合は，従事することとなっ
た日から 1年以内に受講しなければならない．

新たに
従事する日

最初の
4月 1日

保安講習の
受講期限

保安講習の
受講期限

3年以内
1年
以内

新たに
従事する日

最初の
4月 1日

保安講習の
受講期限

保安講習の
受講期限

3年以内
1年
以内

⑵　危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって 2 年以内に
危険物取扱者免状の交付を受けた又は講習を受けている場合は，その免状
の交付日又は講習日以後の最初の 4月 1 日から 3年以内に受講しなければ
ならない．

右記のページにおける危険物保安講習に
ついての記述が改正前のものになってお
ります．
お手数ですが，これらの箇所は改正後の
内容を照らし合わせてご利用ください．
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